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特別徴収について

・前年の所得が確定するまでは、
　暫定的に算定された保険料
　（税）を納めます。

偶数月（４，６，８，１０，１２，２月）に支払われる年金から、後期
高齢者医療保険料および国民健康保険税があらかじめ差し引かれる
ことになります。

・前年の所得が確定後、決定し
　た保険料（税）から仮徴収額を
　差し引いた額を納めます。

4 月 6月

仮　徴　収 決定後の保険料による徴収

8月 10 月 12 月 2月
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